
 

 

レスパイト（respite）とは 

“休息“”息抜き“という意味です。 

「レスパイト入院」とは、在宅介護をする介護

者の事情で、一時的に在宅介護が難しくな

った場合に、短期間の入院を利用して介護

者の負担軽減を目指す仕組みです。 

レスパイト入院 のお申し込みやご相談は、下記地域医療連

携室までお問い合わせください。ご本人、ご家族、ケアマネ

ージャーの方など、どなたからのご相談にも応じます。 

*通常の入院と同じく医療保険での請求となるため、健

康保険証や限度額適用認定証などの提示をお願い致し

ます。 

 

－ご利用方法－ 

レスパイト入院は、介護保険のショートステイ利用困

難な方（医療的管理が必要な方）も対象としています。 

*神経難病の方 

*胃ろう、腸ろう等の経管栄養、静脈栄養の方 

（口から飲食が困難な方） 

*治療に関わる処置が必要な方へもご利用可能と 

なっています。 

又、短期入院してリハビリを集中的に行いたい方も是

非ご利用下さい。居室の空き状況にもよりますが併設

施設のゆうゆうホームにも入所が可能で更に長い期

間リハビリを継続する事が出来ます。 

 

 

-介護者（ご家族）がこんな時にご利用ください- 

*介護で身体が疲れてしまい少し休みたい。 

*冠婚葬祭があり、介護するのが一時的に難しい。 

*介護者が体調を壊してしまい介護が難しい。 

*出産を控えている。 

*旅行に出かけたい。 

     などの理由で短期入院ができます。 

-レスパイト入院とショートステイの違いについて- 

●レスパイト入院…「医療保険」 

症状は安定しているものの、何らかの医療的処

置を要する方、常時介護が必要な方がご利用い

ただけます。 

●ショートステイ…「介護保険」 

介護認定を受けている方が、数日間泊りで施設

サービスを受けることができます。 

-ご利用可能な方- 


